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８月１０日から、北海道*の新型インフルエンザへの

対応が変わります。         （*道立保健所管内） 

急急なな発発熱熱、、咳咳、、ののどどのの痛痛みみ、、鼻鼻水水ななどどののイインンフフルルエエンンザザ様様症症状状ののああ

るる方方はは、、原原則則ととししてて全全ててのの医医療療機機関関でで、、直直接接、、受受診診ででききるるよよううにになな

りりまますす。。  

これからは、医療機関の受診の前に道庁又は道立保健所に電話をいただく必要はありませ

んが、受診医療機関がわからない場合や、在宅療養の不安などの相談をお受けしています。

なお、医療機関がわからないときは、インターネットで検索できる「北海道医療機能情

報システム」（http://www.medinfo.ne.jp/hokkaido/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx）もご

利用ください。 

これまで、発熱等の症状がある方は、まず、保健所の発熱相談セン

ターにお電話いただき、「発熱外来」の受診を勧めてきたところです

が、これからは医療機関に直接受診できるようになります。 


